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軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う課税の取扱い 

Ｑ＆Ａ  

【第２版】  

２０２６年２月２０日  

全国石油商業組合連合会  

 

 ≪参考資料≫ （別添１参照）  

○軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う課税の取扱いについて 

（令和８年２月２０日付け、総務省自治税務局都道府県税課長名通知文書）  
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Ｑ１：軽油を委託販売している場合の課税の取扱いとはどういうものか。 

 

○軽油引取税の特別徴収義務者が、他の販売業者に軽油の販売を委託している場

合においては、委託を受けた販売業者（販売店等）から、需要家などが軽油を購入

した時点で、特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われる

ことになる。 

 

○したがって、この場合、当該販売業者が、２０２６年４月１日以降に軽油を販売した

場合における軽油引取税率は、新税率（１５．０円/L）が適用されることになる。 

 

○委託販売軽油に該当する場合は次のとおり。 
 

（1）特別徴収義務者と販売業者との間で委託販売契約が結ばれていること 

・特別徴収義務者と販売業者との間で委託販売契約が結ばれていることが必要とな

る。 

・委託販売契約とは、消費税導入時に、特別徴収義務者と販売店との間で結ばれた

「軽油委託販売契約」を含むものであり、改めて、委託販売契約を結び直すようなこ

とを条件とするものではない。 

・なお、特別徴収義務者と販売業者との間で委託販売契約を結び、さらに当該 販売

業者が他の販売業者との間で再委託販売契約を結んでいる場合の取扱いついては

Ｑ４を参照のこと。 

  
 

（2）販売業者及び特別徴収義務者において事務手続きが必要となること 

・下記Ｑ２の手続きにより、一定期間継続して、特別徴収義務者が委託先の販売業

者の軽油の仕入れ、販売、在庫について実質的に把握していることが必要となる。 

 



 3 

Ｑ２：販売業者及び特別徴収義務者が行う事務手続きとはどういうものか。 

 

○販売業者及び特別徴収義務者が行う事務手続きは次のとおり。 

 

１．販売業者の事務手続き  （３月分の仕入に係る例）  

（1）３月中における軽油の仕入、販売、在庫数量の確認・記帳 

・委託販売契約を締結している場合の３月中の軽油の引取りについて、特別徴収義

務者ごとに分けて仕入、販売、在庫数量を把握すること。（帳簿等への記載、証拠書

類等の保管）  

（2）特別徴収義務者に対する報告 

①（1）により、確認・記帳した３月中の販売量と３月末日の軽油の在庫数量について、

特別徴収義務者に対して速やかに報告すること。 

その際は在庫管理台帳の写し等、在庫数量を証する書類を添付すること。 

（例）在庫管理台帳、定期点検記録簿（日々記帳されているものに限る）  等 

②①の在庫軽油の４月１日以降の販売量を翌月１０日までに特別徴収義務者に対し

て報告すること。 

・在庫軽油を４月末日前に完売した場合は、完売後速やかに報告すること。 

・在庫の払い出しは、「先入先出法」によるものとすること。 

・在庫軽油が５月以降も在庫となる場合又は４月中に完売した場合は、それを証す

る①の書類を添付すること。 

（3）委託販売によらない課税済軽油の取扱い 

・委託販売によらない課税済軽油については対象外となること。 

（4）実施期間 

・３月末日の在庫軽油が完売するまで。 

 

 

２．特別徴収義務者の事務手続き  （３月分の仕入に係る例）  

（1）委託販売軽油の適正管理  

・特別徴収義務者の申告納入にあたっては、特別徴収義務者は委託先の販売業者

が販売する軽油の特別徴収義務を負うことから、上記 1．（2）の手続きにより、委託

先の販売業者の軽油の販売量等を的確に把握するとともに、報告された書類を管

理、保存していること。 
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（2）申告納入時の取扱い 

①当該在庫数量に係る軽油引取税相当額の調整（３月分納入申告時）  

・委託販売契約を結んでいる販売業者から軽油の在庫数量の報告があった場合は、

当該軽油の販売代金のうち当該在庫数量に係る軽油引取税相当額について減

額するものであること。 

②販売業者の軽油在庫に係る特別徴収  

・当該３月分軽油在庫の４月１日以降の販売に際して、特別徴収義務者は１L あた

り１５．０円の軽油引取税を徴収するものであること。 

③４月分の納入申告手続き 

・都道府県への申告納入の際において、②の軽油引取税も含めて納入申告書に記

載するものであること。 

④都道府県への申告納入の際は、納入申告書（第１６号の１０様式）に以下の書類

等を添付すること。 

ア）委託販売数量明細書  （任意様式・別添２参照）  

ただし、都道府県より別添２と別の様式の送付を既に受けている場合について

は、いずれを使用してもかまわない。詳しくは都道府県に確認すること。 

イ）販売業者から提出された在庫管理台帳の写し等の在庫数量を証する書類の写

し（ＰＯＳ管理台帳、定期点検記録簿等）  

ウ）委託販売契約書の写し 

再委託販売契約の取扱いが認められる場合は、委託販売契約書の写しに加え

て、以下の書類を添付すること。 

 ・再委託販売契約書の写し 

 ・特別徴収義務者から再委託販売先までの流通フロー図 

  （商流および物流が記載してあるもの：別添３参照）  

※具体的な書類については都道府県に確認すること。 

 

（3）委託販売によらない課税済軽油の取扱い 

・委託販売によらない課税済軽油については対象外となること。 

（4）実施期間 

・３月末日の在庫軽油が完売するまで。 
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Ｑ３：販売業者とはどういう者をいうのか。 

 

○販売業者とは、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者をいい、以下

のいずれをも満たす石油製品販売業者（地方税法第 144 の２第４項）をいう。 

・地方税法第 144 条の 34 第１項の規定により、事業の開始、廃止等を届け出てい

る石油製品販売業者であること。 

・法第 144 条の 36 の規定により、帳簿記載義務が課されている者であること。 

 

○したがって、業として軽油販売を行っていない施設（自家スタンド等）の在庫につい

ては、委託販売契約の有無にかかわらず、対象とならないのであるから留意するこ

と。 
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Ｑ４：いわゆる「再委託販売契約」による軽油の取扱いはどうなるのか。 

 

○いわゆる「再委託販売契約」による軽油の取扱いについては以下のとおり。 

 

１．通常の委託販売軽油の流通形態   

・特別徴収義務者（甲）と販売業者（乙）との間で委託販売契約を結んでいるケース 

 

 

                     

 

 

 

                        

 

 

２．いわゆる「みなし引取り」となる流通形態   

①対象となるケース（代表例）  

・特別徴収義務者（甲）と販売業者Ａ（乙）との間で委託販売契約を結び、さらに、販

売業者Ａ（乙）と販売業者Ｂ（丙）との間で再委託契約（※）を結んでおり、かつ、元

売業者又は特約業者から販売店Ｂに対して、軽油の現実の納入が行われる場合。 

 

                     

                            

 

                            

 

 

                        

 

 

 ※ 特別徴収義務者と委託販売契約を締結した一の販売業者が、さらに他の販売

業者と委託販売契約を締結している場合などにおける販売業者間の委託販売契

約を便宜上「再委託販売契約」と定義する。 

○いわゆる「みなし引取り」となる流通形態の場合においても、Ｑ２の販売業者及び特

申告納入  

（乙）  （甲）  

特別徴収義務者  

納入（物流）  

引取り 
（商流）  

委託販  
売契約  

元売  

業者  

特約  

業者  

販売  

業者  
需要家  

課税庁   

購入時点
で課税  

納入（物流）  

（丙）  

（乙）  （甲）  

元売  

業者  

特約  

業者  

販売業者  

Ａ  

需要家  

引取り 
（商流）  

委託販  
売契約  

課税庁  

販売業者  

Ｂ 

再委託  
販売契約  

購入時点
で課税  

申告納入  
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別徴収義務者の事務手続きが適正に行われている場合は、委託販売軽油として

取り扱って差し支えないものであること。 

・特別徴収義務者が、委託先の販売業者Ａ及び再委託先の販売業者Ｂの軽油の

販売量等を的確に把握するとともに、Ａ及びＢから報告された書類を管理、保存し

ているものであること。 

・販売業者Ａ及び販売業者Ｂが、特別徴収義務者に対して、３月中の販売量と３月

末日の軽油の在庫数量等を適正に報告していること。 

・再委託販売契約の取扱いが認められる場合は、添付書類として以下の書類を追

加すること。（４ページ参照）  

・再委託販売契約書の写し 

・特別徴収義務者から再委託販売先までの流通フロー図 

    （商流および物流が記載してあるもの・別添３参照）  

  ※具体的な書類については都道府県に確認すること。 

 

ポイントは、特別徴収義務者が再委託先である販売業者等まで含めた在庫量等を

適正に管理しているかどうかである。適正に管理されているかどうかは、課税庁にお

いて個別具体的事案に基づいて判断されることになる。 

 

②対象とならないケース 

・特別徴収義務者（甲）と販売業者Ａ（乙）との間で委託販売契約を結び、さらに、

販売業者Ａ（乙）と販売業者Ｂ（丙）との間で再委託契約を結んでいても、販売業

者Ａが軽油の現実の納入を受けている場合は対象とならないものである。 

 

                    

                            

 

                            

 

 

                      

 

                                        

 

・販売業者Ａが軽油の現実の納入を受けている場合は、当該軽油を再委託契約

先である販売業者Ｂに販売しても、委託販売軽油の取扱いにはならないことに留

意すること。 

（丙）  

元売  

業者  

特約  

業者  

販売業者  

Ａ  

需要家  

 
納入  

（物流）  

販売業者  

Ｂ 課税庁  

委託販  
売契約  

再委託  
販売契約  

引取り 
（商流）  

購入時点で課税  

（甲）  （乙）  

申告納入  
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Ｑ５：「先入先出法」による在庫数量の考え方とはどういうものか。 

 

○「先入先出法」とは、在庫の払い出し基準のひとつであり、先に仕入れた軽油から

販売されるとする考え方。よって、複数仕入の場合において、在庫となった軽油につ

いては、後に仕入れた特約業者の在庫となるものである。 

 

＜例１＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・販売業者Ｃの在庫（５ＫＬ）は特約業者Ｂの在庫となる。よって、特約業者Ｂに 

５ＫＬ、特約業者Ａに０ＫＬ、それぞれに在庫量を報告することになる。 

 

＜例２＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・販売業者Ｃの在庫（５ＫＬ）は、後から仕入れた業転業者の在庫相当となるが、

委託販売契約を結んでいない業転業者等から仕入れた軽油については、委託

販売軽油の取扱いは認められない。  

 

※２月分在庫については、納入申告手続きが終了しているため対象外となる。 

3月分  
仕入数量 30ＫＬ  
販売数量 25ＫＬ  
在庫数量   5ＫＬ 

特約業者

Ａ 

特約業者  

Ｂ 

3月13日  

15ＫL販売  

3月28日  

15ＫL販売  

在庫量報  
告：０ＫＬ  

在庫量報  
告：５ＫＬ  

販売業者  

Ｃ  

委託販売

契約あり 

 

委託販売

契約あり 

 

3月分  
仕入数量 30ＫＬ  
販売数量 25ＫＬ  
在庫数量   5ＫＬ 

業転

業者  

3月13日  

15ＫL販売  

3月28日  

15ＫL販売  

在庫量報  
告：０ＫＬ  

販売業者  

Ｃ 

委託販売  

契約なし 

 

特約業者

Ａ 

委託販売

契約あり 
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Ｑ６：納入申告手続きと軽油仕入代金の請求関係はどうなるのか。 

 

（例）                            

※４月及び５月における委託販売軽油についても同様の措置となるものである。  

【手続きフロー】 令和8年3月31日時点の在庫確認／申告納入数量の考え方

Ｃ販売店

Ａ特約業者 Ｂ特約業者

（Ｘ県）

（Ｙ県）

（Ｚ県）

3月13日
15ＫL販売

3月28日
15ＫL販売

3月分

仕入数量 30ＫＬ

販売数量 25ＫＬ

在庫数量 5ＫＬ

（3月31日営業終了後）

直売分 85ＫＬ

販売店分 15ＫＬ

（15－0）

計 100ＫＬ

納付税額：3,210,000円
（100KL×32.1円/Ｌ）

申告納入先：Ｙ県

直売分 85ＫＬ

販売店分 10ＫＬ

（15－5）

計 95ＫＬ

納付税額：3,049,500円
（95KL×32.1円/Ｌ）

申告納入先：Ｙ県

在庫量報告
：0ＫＬ

在庫量報告
：5ＫＬ

先入先出法

直売分 85ＫＬ

販売店分 20ＫＬ

（15+5）

計 105ＫＬ

納付税額：1,575,000円
（105KL×15.0円/Ｌ）

申告納入先：Ｙ県

・インタンク分：85ＫＬ

・販売店分：15ＫＬで試算

・欠減等は除く

・インタンク分：85ＫＬ

・販売店分：15ＫＬで試算

・欠減等は除く

・３月分と同条件で試算

直売分 85ＫＬ

販売店分 15ＫＬ

（15－0）

計 100ＫＬ

納付税額：1,500,000円
（100KL×15.0円/Ｌ）

申告納入先：Ｙ県

・３月分と同条件で試算

Ａ特約店：1,981,500円
（15KL×132.1円/Ｌ）

Ｂ特約店：1,981,500円
（15KL×132.1円/Ｌ）

計 3,963,000円

軽油仕入単価

3月分：132.1円/Ｌ

4月分：115円/Ｌで試算

【Ａ特約業者】 【Ｂ特約業者】

納付税額：4,710,000円 納付税額：4,624,500円

▲85,500円

3月分仕入代金支払い

B特約店に対する4月分支払い
時に、3月末在庫5KL分の当分
の間税率廃止分（▼17.1円/L）
を調整
▲85,500円 （5KL×▼17.1円/L）

Ａ特約店：1,725,000円
（15KL×115円/Ｌ）

Ｂ特約店：1,639,500円
（15KL×115円/Ｌ）

▼（5KL×17.1円/L）

計 3,364,500円

3月分申告納入数量 3月分申告納入数量

4月分申告納入数量 4月分仕入代金支払い 4月分申告納入数量

【Ｃ販売店】
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Ｑ７：軽油引取税と消費税の適正処理について 

 

○軽油引取税の税率変更に伴い、軽油引取税と消費税との税額計算システムの修

正が必要となるが、この際、軽油引取税の特別徴収義務者だけでなく、特別徴収

義務者と軽油委託販売契約を結んでいる販売業者についても、同様に変更する必

要がある。 

○軽油委託販売契約を結んでいない販売業者が販売する軽油については、軽油価

格（軽油本体＋軽油引取税）全額が消費税の課税対象となる。 

 

【２０２６年３月３１日まで】 

 

 

 

 

 

 

 

【２０２６年４月１日から】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽油価格  税込み143.8円/Ｌ  ・石油情報センター調査価格  

                        （2026年1月26日/全国平均価格）  

   （内訳）     

   軽油本体       111.7円 （本体価格101.5＋消費税10.2）  

   軽油引取税     32.1円  

       計         143.8円  

（正）  

軽油価格  税込み126.7円/Ｌ （▼17.1円）   
   

  （内訳）    

   軽油本体       111.7円 （本体価格101.5＋消費税10.2）  

   軽油引取税      15.0円  …税率変更  

       計          126.7円  

 

●本体価格が変わらないのがポイント 

●軽油引取税の税率を 32.1円→15.0円  に変更する必要  

（誤）  システム修正していないケース等  
 

  軽油価格  税込み126.7円/Ｌ （▼17.1円）   
 
  （内訳）    

   軽油本体        94.6円 （本体価格86.0＋消費税8.6）  

   軽油引取税      32.1円 …旧税率のままで計算  

        計       126.7円  

 

※軽油引取税を旧税率のままで計算した結果、 

●軽油売上が本来101.5円となるところ86.0円と計上ミスとなる。 

●また、売上消費税が本来10.2円となるところ8.6円と計算ミスとなる。 
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Ｑ８：罰則関係について 

 

○委託販売軽油の取扱いにおいて不正行為が行われた場合の罰則関係は以下のと

おり。なお、申告内容に偽り等が判明し、委託販売が認められなかった場合は課税

処分（更正処分）が行われ、追徴されるとともに特約業者の指定取り消しになること

があるので十分注意すること。 

 

①委託販売による軽油の管理は、特別徴収義務者が行うべきものであるので、販

売業者が在庫数量を虚偽報告したことにより、特別徴収義務者が徴収して、納

入すべき軽油引取税を納入しなかった場合  

・１０年以下の拘禁刑若しくは１，０００万円以下の罰金（法第 144 条の 41 第１

項） 

②販売業者については、帳簿記載義務に関して虚偽の記載をした場合  

・１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金（法第 144 条の 37） 

  ③都道府県が行う調査を拒否した場合 

・１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金（法第 144 条の 12） 
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（別添１）  
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 16 

（別添２）  

○委託販売数量明細書（任意様式その１）  

・ 仕入れ先が１社のみの場合に使用する様式例です。 

・  「委託販売数量明細書」の作成の際には、事前に使用する様式を各都道府県

税務所に確認してください。 

 

 

 

 

 

  

氏名（法人の名称）

所     在     地

令和８年　　月実績分

営業所名称 仕入先名称
月初

実在庫数量（L)
仕入数量（Ｌ） 販売数量（Ｌ）

月末
実在庫数量（Ｌ）

備考

※１）この管理簿は営業所ごとに記入すること。
　　　 なお、複数の営業所を運営する法人の場合は、複数の営業所分を１枚にまとめて報告することも可能。
※２）月初実在庫数量と月末実在庫数量の欄は実測による数量（実在庫）をそれぞれ記入すること。
　　　 仕入数量、販売数量の欄は当月分の総量を記入すること。

委　託　販　売　数　量　明　細　書

（仕入先が１社のみの場合）
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○委託販売数量明細書（任意様式その２）  

・ 仕入れ先が複数社の場合に使用する様式例です。 

・  「委託販売数量明細書」の作成の際には、事前に使用する様式を各都道府県

税事務所に確認してください。 

 

  

氏名（法人の名称）

営 業 所 名 称

所     在     地

令和８年　　月実績分

日付 仕入先名称 仕入数量（Ｌ） 販売数量（Ｌ） 実在庫数量（Ｌ） 備考

←月初実在庫

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

39

30

31 ←月末実在庫

＜月末実在庫数量の仕入先別内訳＞

仕入先名称 仕入数量（Ｌ） 販売数量（Ｌ） 実在庫数量（Ｌ） 備考

←月初実在庫

←月末実在庫

合計

※１）この管理簿は営業所ごとに記入すること。
※２）仕入先名称、仕入数量、販売数量の欄は月中の取引を日ごとに記入すること。
　　　実在庫数量の欄も日ごとに記入し、月初と月末実在庫数量は実測による数量（実在庫）を記入すること。
※３）在庫の払出は先入先出方式により算出してください。＜月末実在庫数量の仕入先別内訳＞の各欄は、
　　　算出した月末実在庫となった数量の仕入先ごとに記入すること。

委　託　販　売　数　量　明　細　書
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（別添３）  

○軽油流通フロー図（任意様式）     

 

・再委託販売契約の取扱いが認められる場合は、特別徴収義務者から再委託販売

先までの流通フロー図（商流および物流が記載してあるもの）を添付する必要がある。 

 

軽油流通フロー図  

                      （甲）               （乙）        商流  

（元売業者）          特別徴収義務者          販売業者 A      物流  

 

 

 

 

 

                                                 （丙）  

販売業者Ｂ        需要家 

 

 

 

 

※１）上記の枠内には再委託販売契約に係る取引先企業名を具体的に記入すること。  

※２）物流については実線とし、納入元と納入先を結ぶこと。 

 

 

（記載例） 

                    （甲）                （乙）  

（元売業者）          特別徴収義務者          販売業者 A 

 

 

 

 

 

                                                （丙）  

販売業者Ｂ        需要家  

 

 

 

（以上） 

再委託 

販売契約 

委託販  

売契約 

 

引取り 

(商流 ) 

 

 

  

  

納入（物流） 

委託販  

売契約  

引取り 

(商流 ) 

 

○○石油  

株式会社  

◎◎運輸  

有限会社  

 

△△石油  

株式会社 

再委託  

販売契約  

株式会社  

●●興産  

××石油  

株式会社  

 

納入（物流） 


